誓　　約　　書

新日本スポーツ連盟大阪府サッカー協議会登録チームは当協議会の会則に基づき、
これを運営するにあたり、以下の項目を遵守することを約束します。

· 新日本スポーツ連盟サッカー協議会の定める審判資格者(B,C級)を３名以上保持しなければならない。

· 派遣審判の要請があった場合、これを承諾する。

· 試合グランドの確保に努める。

· 各会議に出席し、積極的に運営に参加する。

· スポーツ祭典等、協議会および連盟の行事に協力する。

· チームにおいて団体あるいは個人で必ず傷害に対する保険に加入する。

· 新日本スポーツ連盟員としての自覚を持ち各施設の使用マナーを心得、自己責任の管理のもとに行動する。

· 年会費を期日までに納入する。

· ユニホームは２着準備を厳守する。
· ユニフォームの色が審判服(黒)とまぎらわしい場合は、カラー審判服を用意し、自チームの試合時には審判に貸し出しする。
～１部所属チームの追記事項～

· 新日本スポーツ連盟大阪府サッカー協議会のトップブロックとしての自覚を持って規定に従うこと。

· 模範となるプレイ・マナーに徹すること。

2012年　　月　運営委員長殿
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· この用紙のデータはホームページよりダウンロードできます。

http://njsf-ofa.jp/download.html
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